
静岡県告示第290号の15

県単独農業農村整備事業費等補助金交付要綱（平成８年静岡県告示第1018号）の一部を次のように改正す

る。

令和６年３月29日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

改正前 改正後

別表 別表

補 助 の 対 象 補助

率

補 助 の 対 象 補助

率
事業名 採択基準 経費 事業名 採択基準 経費

１ (略) （略） １ (略) （略）

２ 自然

災害防

止事業

（ため

池）

ため池の整備を図

るための事業で、静

岡県地域防災計画に

定められた地区にあ

り農地、農業用施設

等の災害を事前に防

止しようとするもの

であって、次の(1)及

び(2)の要件を満たす

もの

(1) ため池周辺の

住民の生命又は

主要な公共施設

に被害が予測さ

れること

(2) 貯水量300立方

メートル以上

で、かつ、国庫

補助事業の採択

基準（総事業費

800万円以上、か

つ、貯水量1,000

立法メートル以

上）に該当しな

いこと。

市町又は

土地改良

関係団体

等が行う

当該事業

に要する

経費

当該

事業

に要

する

経費

の50

パー

セン

ト以

内

３ (略) （略） ２ (略) （略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この告示は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。

４ (略) （略） ３ (略) （略）

５ (略) （略） ４ (略) （略）

６ (略) （略） ５ (略) （略）

様式第２号（その１） （略）

事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）

（県単独農業農村整備事業、自然災害防止事業、鳥獣害防止

対策事業、基幹農業水利施設緊急突発事故復旧事業）

（略）

様式第２号（その１） （略）

事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）

（県単独農業農村整備事業、鳥獣害防止対策事業、基幹農業

水利施設緊急突発事故復旧事業）

（略）


